
宇和島市立吉田病院正面玄関サッシ・自動ドア修繕 特記仕様書 

 

 

１．工事概要 

(1)工 事 名  宇和島市立吉田病院正面玄関サッシ・自動ドア修繕  

(2)工事場所  愛媛県宇和島市吉田町北小路甲２１７番地 市立吉田病院 

(3)工    期  契約締結の翌日から 令和８年３月31日まで  

 

２．共通事項 

(1)本仕様書に記載されていない事項や詳細については、「公共建築工事標準 

仕様書」及び「公共建築改修工事標準仕様書」（国土交通大臣官房営繕部監

修）に準ずることとする。 

(2)関係官公署その他の関係機関へ届出手続等が必要な事項については、請負

者において遅滞なく行うこと。 

(3) 材料は新品とし、日本工業規格に適合したものとすること。なお、材料の

品質が明示されていない場合は、均衡を得た品質の物にすること。 

(4)発生材については、引渡を要するものは指示された場所に整理のうえ監督

職員に引き渡す。引渡を要しないものは関係法令に従い適切に処理すること。 

(5) 現場においては、現場代理人が責任者となって関係法令に従い安全・衛生

に関する管理をおこなうこと。また、常に整理整頓をおこなうこと。 

(6)工事の完了に際しては、当該設置に関する部分の後片づけ及び清掃を確実

に行うこと。 

(7)工事にあたっては、施工部分以外の施設・設備等に損傷等を与えないよう

十分に注意するものとし、必要となる養生を適切に行うこと。万一他の施設・

設備等に損傷等を与えた場合は、請負者の責任において原状回復すること。 

(8)必要に応じて設置工程写真及び完成写真を撮影し、現像・整理の上、当院

へ提出すること。なお、撮影・整理方法等の詳細については、「工事写真の

撮り方」（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準ずることとする。 

 

３．工事仕様等 

(1) 対象 

宇和島市立吉田病院新館１階正面玄関入口 

(2) 内容 

サッシ・自動ドア修繕、詳細は設計書参照 

(3) 施工範囲 

設計書添付図面参照 



(4) 工事日程 

実施日や時間帯などは病院側と協議し、利用者への影響が最小となる 

よう努めること 

 

４．保証期間 

本工事における保証期間については、当院の取扱いに起因する損傷等の場合

を除き、検収の日から1年とする。保証期間中に故障が生じた場合で、その故

障が明らかに請負者の責に帰す材料、設計または工事の欠陥に起因すると両者

が判断したときは、請負者は無償で遅滞なく部品交換等を行うものとする。 

 

５．その他特記事項 

(1) 本業務は、病院稼働中の作業であるため、設備停止は最小となるように努

めること。 

(2)施工にあたっては、来院者に危険が及ばないよう十分に配慮すること。 

(3)材料、工事の検査・調査並びに工事施工伴う測定等必要な費用は、すべて

請負者の負担とする。 

(4)本仕様書に明記の無いものであっても、工事施工上当然必要な費用は請負

者の負担とする。 

(5)本工事で発生した産業廃棄物及びそれらに類するものは、すべて請負者が

処分するものとする。 

(6) 本工事で必要な電力、水、ガス等は当院が無償で支給するものとする。 

(7)その他不明な点については別途協議によるものとする。 


